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住宅宿泊事業の届出に係る受付事務の運用のあり方等について 

 

今般、民泊サービスの適正な運営を確保しつつ、健全な民泊の普及を図ることを目

的とした住宅宿泊事業法（平成 29 年法律第 65 号）が、本年６月 15 日に施行されま

した。 

別添のとおり、住宅宿泊事業の届出に係る受付事務の迅速な処理等について、関係

省庁の担当部局長等から貴職あてに通知が発出されているところです。貴職におかれ

ては、住宅宿泊事業の届出に係る受付事務の運用のあり方について、同通知の趣旨を

踏まえつつ、地域の実情を踏まえ、あらためて検討を行うようお願いします。 

なお、総務省では、地域資源を活用した地域の雇用創出と消費拡大を推進する地方

公共団体の取組を支援しているところです。各地方公共団体におかれては、住宅宿泊

事業者の設備投資について「ローカル 10,000 プロジェクト」を活用して支援するな

ど、地域経済の好循環の拡大に向けた積極的な取組を推進されるようお願いします。 

各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の保健所設置市等を除く市町村長に対

してもこの旨周知願います。 

 

 






